
 

 

令和７年度定期監査の結果を公表いたします。 

 

○監査の期 間  令和７年９月 18日～令和８年１月 21日 

 

○監査実施場所  いすみ市役所 

 

○監査の対 象  総務課、財政課、税務課、危機管理課、企画政策課、行政改

革・公共施設マネジメント室、福祉課、子育て支援課、健康高

齢者支援課、市民課、環境保全課、農林課、水産商工観光課、

建設課、都市整備課、夷隅地域市民局、岬地域市民局、会計

課、学校教育課、生涯学習課、議会事務局、農業委員会事務

局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局 

 

○監査の方法 

財務事務が適正かつ効率的に行われているか、事務事業が予算や法令等に基づい

て適正に行われているかについて、事前に提出された調書及び関係書類の補助監査

を行い、監査当日は、関係職員から内容を聴取して慎重に監査を実施した。 

 

○監査の結果 

計画された事務事業は順調に執行され、財務に関する事務もおおむね適正に処理

されているものと認められた。 

 

○所見 

歳入・歳出予算 

歳入の根幹である市税、保険料収入についてはおおむね良好な収納状況である。

今後も「滞納対策の強化」、「受益者負担の適正化」及び「新たな財源の確保」に向

けて積極的に取り組んでいただきたい。 

歳出に係る事務処理全般に関し、日々の業務において随時、各種法令等に照らし

て点検を行い、なお一層業務習熟度の向上に努められたい。  

 

契約・補助金交付事務 

契約事務については、競争性、透明性及び公平・公正性の確保が要求される事務

であり、法令及び規則等に基づき厳正に行い、委託等の効果をしっかりと確認する

よう心掛けられたい。 

補助金交付事務については、時代の変化に伴い定期的に検討し、公益性や有効性、



 

 

効率性について考察していただきたい。 

 

その他 

事務処理誤りについては、市全体で再発防止に取り組み、継続して市民から信頼

される市政運営となるよう努められたい。 

 

 

 

 以上、今後も社会情勢市民ニーズに的確に対応した行政サービスを提供するとと

もに、本市が目指す将来像を実現していくため、職員一人ひとりが創意工夫を重ね、

市民の福祉向上と市政発展に一層の努力をされるよう期待する。 

 


